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特別な配慮の
必要性について

16
集団生活の中で
心配なこと

令和 　　　　年　　　　月　　　　日

第１に希望する
学童クラブ

学童クラブ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　児童氏名

第２に希望する
学童クラブ

　学童クラブ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保護者氏名 　　　　　　　　　　　　　

※「第２に希望する学童クラブ」は、①複数の学童クラブを選択できる学校に通学する予定の場合、
　②学校選択等で学童クラブの選択が変わる可能性がある場合のみご記入ください。

　
　無　  ・　  有　　（身体面・アレルギー・食事・着脱衣・排泄・意思伝達・対人関係・こだわり等）

【具体的にご記入ください】

【延長利用申請をされた方のみ】
延長利用が承認された場合は必ず午後７時までにお迎えに来てください。

□わかりました

【学校選択をされている方のみ】　希望する学校（　　　　　）小学校　　　　学区域の学校（　　　　　）小学校
※別紙、「学校選択をされている方へ」を必ずお読みください。
希望する学校に準じて、申請ができる学童クラブに申請してください。その後１２月５日・６日に行われる公開抽選の結果を必ず
学童クラブへお知らせください。抽選後、学区域の学校を選択する場合は、学童クラブも変更になりますので、１２月１６日まで
に必ず「学童クラブ利用申請内容変更届」を学童クラブへ提出してください。

【１２月１６日を過ぎてからの学童クラブの変更について】
１２月１６日を過ぎて変更を希望される場合は、一次募集（１１月）で申請した学童クラブへ「学童クラブ取下書」（利用承認後は
「学童クラブ利用中止届」）をご提出の上、二次募集期間中（２月１７日～２８日予定）に変更を希望する学童クラブに申請してく
ださい。二次募集の申請者と合わせて、審査基準の指数及び同指数の場合の優先順位等により審査を行います（変更を理由
とする優先的な取り扱いはしません）。
二次募集は、一次募集後に定員に対して空きのある学童クラブで実施するため、学区域の学校の学童クラブで二次募集を実
施しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

□わかりました

【健康状態】
　良好　・　不調　　（病名等：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【相談履歴】
　①就学相談　　有　　・　　無　　　　　②心身障害者福祉センター（たんぽぽセンター）　　有　　・　　無

【障がい等】
　無　　・　　有　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　身体障害者手帳　　　　級　　　・　愛の手帳　　　　度　・　精神障害者保健福祉手帳　　　　級
　　　※手帳をお持ちの方は写しを申請書に添付してください。

【健康状況が不調及び障がい等が有の方のみ】
　お子さんを安全にお預かりするために、病気や障がい等により、特別な配慮が必要な児童については、集団生活が可能かどう
か障がいの程度や状況、施設の環境等を総合的に考慮したうえで、利用を決定いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□わかりました

＜お子さんの状況について＞

お迎えによる帰宅方法を選択されていても、午後６時までにお迎えがない場合は午後６時の集団帰宅となります。 □わかりました

審査にあたり、区が保有する個人情報の利用または関係機関への照会に同意します。 □わかりました

保険加入にあたり、児童の氏名、性別、年齢を保険会社に提供することについて同意します。
※提供する個人情報は保険の引き受け、支払いの判断等を行う目的以外には利用しません。

□わかりました

申請後、ご家庭の状況や勤務の状況に変更があった場合は必ずご連絡ください。
利用承認後に申込時と状況が異なっていることが明らかになった場合、承認の取消し又は利用を停止する場合があります。

□わかりました

定員を超える申請があった場合等は、原則として審査基準の指数及び同指数の場合の優先順位等により、利用承認をする学
童クラブを決定します。ご希望でない学童クラブに利用承認をさせていただく場合があります。

□わかりました

学童クラブの利用の意思がなくなった場合は、必ず学童クラブへご連絡の上、「学童クラブ取下書」（利用承認後は「学童クラブ
利用中止届」）をご提出ください。

□わかりました

正当な理由なく学童クラブの保育料を２か月以上滞納している場合、学童クラブに申請いただいても利用承認はできません
（現在学童クラブを利用されていない兄弟姉妹の保育料も含みます）。

□わかりました

保育料は１か月単位であり、月途中の利用開始、又は利用中止でも１か月分の保育料がかかります。 □わかりました

出席のないまま２か月を過ぎた場合及び正当な理由なく保育料を２か月以上滞納した場合は、学童クラブの利用の中止又は停
止を行います。

□わかりました

荒川区  学童クラブ利用申請時確認票

審査に用いる指数は、原則として申請時の内容を基準とします。 □わかりました

申請書類の内容について、ご自宅・就業先に電話や訪問等により確認させていただく場合があります。 □わかりました

＜利用申請について＞

学童クラブの利用案内はお読みになりましたか（申請前に必ずお読みください）。 　□はい

確認事項

回答欄


